
（別藻氏2）  農薬名  アセタミプリド   

〈0．05，く0．05  

【米国】0．00447～D．0299（n＝6）  
まめを参照   

【米国】0．00410～0．178（n＝6）  

く0．05（軌く0．05（＃）   

0．15（＃），0，18（＃）   

0．36（＃），0．64（＃）   

の他のあぶらな科野菜  0．88，2．85（非結球メキヤヘ◆ッ）  

【米国】レタスを参照   

【米国】レタスを参照   
eゆ．e丈CePtbra5Sic已）、   

2．67．1．02（ロメインレタス）  

【米国lレタス＜0．Ol～0．274（n＝8）、   
サラダ菜0．106～0．959（n＝8）  

1．26，048（食用キ●ク）   

【米国】たまねぎを参照   

0．50（め．0．73（＃）   

0．150，0．584（＃）   

【韓国】とうがらし1．14（＃）  

0．36，0．28（シシトウ）   
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農薬名  アセダミプリド  

しろうりの緊急登録と同期化した対応  
（農林水産省からの理由書による要請 

0．16，0．20（にがうり）  

pl旭Ch．N●WZo山且nd5p】n8Ch）  【米国】0．031～2．49（n＝8）  
0．01   

001  兼（Vegot8b】e，tub8mU5mdeo口n）   

0．6  米（Veget■bb．le糾me．e山ble匹劇ed）   

0．6  米（Veget■ble，legume．edlblepodded）   1．45，0．50，0．52，0．26   
0．6  1．42（＃），0．83（＃）   

3  

州・ 
．．．． （申；モロヘイヤ）  

0．5   

0．5  米（Fn山．citM）  

米 ■ 加   
0．5   登録作物群；かんきつ   

のかんきつ類果実  0．5  
加（Cd▲mDndlTL＄．Cjtr出CjtTOnS，CitTuS  0，88，0．53（力水●ス）   

hyもポム．Kllmqu山．T肌㌍血e占）   

1．2   

l．2  米（Fruil．slonちeXCeptpl11m．pnlne）   

0．2  米田l肌．pnme．打esh）   

0．2  米（P山m，pnme．鮎sh）   も（プルーンを含む）  

1．2  米（Fnlit．stonちeエCeP【plunprune）   

0．6  米（Bel叩．l01yFOdngsubgrDuP5）  

1．6  米（C鮒ebrけさub訂Oup）   【米国】1．054．0．779（＃）  

登録作物群；ペソ「類   
（ブラックペリー）  

1．6  米（CⅦObe口γ5Ub訂OuP）  

【米国】0．0867～0．616（n＝＝6）  

【米国lいちごを参照   
1．6  兼（B11さhbenY5ub訂叩）   【米国】ブラックペリーを参照   
1．6  米（Bushberけ，C且nebe汀γ．SUb訂OUP）   

0．2  2．88，2．51，1．47   

0．現．0．47（十王／●ク）   
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農薬名  アセタミプリド  （別紙2）  

【米国】ペカンを参照  
【米国】ペカンを参照   

【米国】0．009～0．047（n＝6）  
【米国】Nut；＜D．0ト0．022（n＝6）   

【米国】ペカンを参照  
【米国】ペカンを参照   

19．8（軌21．4（荒茶）   

2．0．2．3（さんしょう）   
（みかんの皮2．76，1＿22）  

ma血1））  

、加（F8t（，fc8tt】e）   

byproducts）   

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において設定された基準値については、網をつけて示した。  
登録有無の柵の「O」、「申」、「緊」は、それぞれ、現登録の有無、登録内容の変更、農林水産省からの緊急登録要請がなされたものであることを示す。  
【国名】として、基準設定の根拠とされた海外作物残留試験（米国）の該当結果を示す。  
（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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別紙3  

アセタミプリド推定摂取量（単位：LLg／人／day）  

食品群   

0，05   とうもろこし  0．2    0．5  0．1  0．9  0．2  0．5  0．1  0．2  0．0   
′」、豆類  2  0．33  2．8  0．5  1．0  0．2  0．2  0．0  5．4  0．す   

そらま河 
ばれいしよ  0．3  0．04  11．訂  1．5  6．4  0．9   

05  2．3  0．6  1．1  0．3   

0．2   

えんどう  0．4   0．02  0．1  0．0  0．0  0．0  0，1  0．0  0．2  0．0  ‾  ＿9二4  0．04  0．1  0．百  0．0  0．0  0．0  0．0  0，2  0．0                ‾■‾“1了．9  1．6  8．1  珊  さといも類  ‾‾訂富‾ ‾一石 
．05   

5   

0．02   

1．30   

訂          1．6  0．4  3．5  0．9  やまいも（長いも）   0．01  0．1  0．0  0．0  0．0  0．1  0．0  ‾訂ち  0．0  こんにやくいも  0．2  0．05  2．6  0．6  1．1  0．3  2 2  0，6  2．7  0．7  てんさい    0．05  0．9  0．2  0．7  0．2  0．7  0，2  0．8  0．2   
定ビュ左腰」乏雲上＿ヱと王立貪むユ“塑根  0．2  0．02  9．0  0．9  3．7  0．4  5丁 
だいこん類（ラディッ 
かぶ類の根  0．1    0．3   
垂逗‡農生温…＿＿＿＿＿．．．．．＿＿……“＿＿＿＿仙＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿  5    2． 
西洋わさび  0．05  0．01  ‾巧：す‾  0．0  0．0  0．0  0．0  0．0  0．0  「－…“石丁す   
はくさい  0．5  0．17  14．7  5．0  5．2  1．8  11．0  3．ラ  15．9  「‾‾‾‾‾‾‾訂才   

3   

キャベツ    1．00  68．4  22．8  29．4  9．8  68．7  ‾元二う  59．7  19．9  芽キャベツ  0．3  0．08  0．0  0．0  訂石  0．0  0．0  0．0  0．0  0．0  ケール  5  ●  5  0．5  0．5  0．5  0．5  0．5  0．5  0．5  0．5  こまつな  5  1．38  21．5  5．9  10．0  2．8  8．0  2．2  29．5  8．1  きような  5  1．63  1．5  0．5  0．5  0．2  0．5  0．2  1．5  0．5   
1．97   

0．26   
テ‾シザジ■す才W‾‾‾‾‾‾‾【‾‾‾■‾叩‾‾‾■‾‾■■‾‾－‾‾‾‾｝‾…‾‾‾‾…‾‾‾‾…  5    7．甘‾  2．8  1．5  0．6  5．0  2．0  9．5  3．7   0．4  0．1  0．1  00  01  0．0  0．4  01   カリフラワー  巾  

＿ 1．87   
チコリ  3  ●  3  0．3  0．3  0．3  0．3  0．3  0．3  0．3  0．3   
エンダイブ  3  ●  3  0．3  0．3  0．3  0．3  0．3  0．ち  0．3  0．3   

5   しゆんぎく    1．21  12．5  3．0  3．0  0．7  9．5  2．3  18．5  4．5   
レタス   5   1．85  30．ざ‾  11．3  12．5  4．6  32．0  11．8  21．0  7．8   

1．2  0．3  0．3  0．1   

4．5   

にんにく   0 02  ● 002  0．0  0．百  0 0  0 0   

ブロッコリー  2  0・59   9．0  2．3  5．6  1．4  9．4  2．4  8．2  2．1  堅負担嬰鼻ぶらな科野菜  5   10．5  3．9  i二盲  0．6  1．0  0．4  15．5  5．8                                                                                              そあ宿昔く科野菜  3  0．87          1．5  0．4  2．1  0．百   
たまねぎ  0．2  0．05  6．1  1．5  3．7  0．9  6．6  1．7  4．5  1．1  ‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾【‾‾‾‾■‾‾岬‾‾■－……‾‾‾…‾  

にら   5   

0．14   アスパラガス  0．5    0．5  駐呈  0．2  0．0  0．2  0．1  0．4  0．1   
3  0．75   

打ぎてヴニ享了    0．80  50．9  9．0  20．3  3．6  36．9  6．6  60．8  10．8                    ‾‾古‾百  0．0  0．0  0．0      1．65  臥0  2．‾百  3．5  1．2  3．5  1．2  8．0  2．6                        ラ 
その他のゆり科野菜  0．2  0．05  0．2   

0．75   パセリ  3    0．3  0．1  0．3  0．1  0．3   

1．40   

トマト   

ケ 
セロリ  3  ●  3  1．2   

ピーマン   
1二至  0．3  0．3  0．9  0．9  i二す  1．2  みつば  5    1．0  0．3  0．5  0．1  0．5  0．1  1．0  0．3    2  0．62  …竜8．6  15．て  33．8  10．5  49．0  15．2  37．8  11．テ    巾   

0．38  4．4  1．7  2．0  0．8  1．9  0．7  3．7  1．4   

ナス  2  訂毒す‾  8．0  ‾‾‾‾丁7  1．8  0．4  6．6  ‾丁盲  11．4  「‾‾‾■‾‾‾乞‾盲  享‾ゐ砥ナス科野菜  2  1．14  石二甘‾  0．2  0．2  ‾‾‾訂r  0．2  0．1  0．6  0．3  きゆうり  2  0．42  ヨ2．㌻‾  旦 
カボチャ  
しろうり   

0．08   
＿阜  16．4   

メロン類  0．5   
享 
ほうれん葦   

0．30   オクラ  b    0．3  0．r  0．2  0．1  0．2  0．1  0．3  0．1  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■■   
束歳葡町  2  0．55  1．2  0．3  0．4  0．1  1．4  0．4  1．2  0．3   
未成熟インゲン  3  0．68  5．7  1．3  3．6  

1．13   
すいか  0．3    0．0  0．0   
その他の野菜  5  2．30  盲訂百 
みかん  石て 

レモン′   

0．3   

なっみかんの果実全体  2  0．72  0．2  0．1  0．2  0．1  0．2  0．1  0．2  0．1    2  ●  2  0．6  0．6  0．4  0．4  0．6  0．6  0．6  0．6   
オレンジ  2  ●  2  0．8  0．8  1．2  1．2  1．6  1．6  0．4  「‾‾‾～‾‾石二て   

ライム  2  ●  2  0．2  0．2  0．2  0．2  0．2  0．2  0．2  0．2   
その他のかんきつ類果実  2  0．71  0．8  0．3  0．2  0．1  0．2  0．1  1．2  し 0・4   
りんご  2  0．60  70．6  21．2  72．4  21．7  60．0  18．6 
膏青首丁 

西洋なし  2＿  ●  2  0・星  ＿＿＿牡＿ヨ   
マ／レメロ  巾  ● 1  0，1  二亘＿ユ  0・！   
びわ   
もも  2  0．53  1．0  0．3  1．4  0．4  8．百  2．1   グレープフルーツ  2  ●  2  2．4  2・些  0．8  0．8  4．2  4．2  1．6  「■‾‾‾‾丁古                                                                 ■  ‾‾‾‾‾‾正二すL  21．4  ‾‾…‾■‾■‾－‾‾…‾－‾■■‾‾‾‾岬‾■‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾－－‾‾‾…”‾■  2  ‾‾‾－‾訂盲1  10．ぎ…  2，6  8．8  2．2  10．6  訂ラ  …‾て百‾盲L  2 6              ‾‾‾訂ち  0・乙  0．2  O二三                   ‾‾‾‾‾百1  仇1  0・ユ    ‾石．1  0．元‾‾  0．0  0．0  0．0  0．0  0．0  ‾‾‾‾‾‾訂0  
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高齢者  

食品群   
婦  

TMDI   

T肥Ⅰ   

杢ヱ」乙り＿主二山  匹  0 35   0 0  01  0 0   
アジズて膏ララ 
スモモ   10  0 6  01   
ウメ   

おつとフ   0 3  0 3  0．3  
イチゴ   01  0 3  Oi‾   
ラズベリー  16  0 92  0．2  01  0 2  0て  0 2  01  0 2  山二＿1  
L o・0  プフックベリー  1．6  0．45  0 2  0．0  0．2  0 0  0 2  0 0  0 2   
ブルーベリー  2  0．75  0 2  01  0 2  01  0 2  01  0 2  01   
クランベリー   0．6  ● 0二竃 

ハックルベリー  1．6  ● 「甘 
その他ベリー類  2  ●  2  0 2  0 2  0 2  0 2  0 2  0 2  0 2  0 2  
ブドウ   8．7  

かき   
キウイー   
マンゴー   
ハツションフ／レーツ   

0．46   

ぎんなん   
く り   

アー・モンド   0．1   0．01   

ク／レミ   

5  2．15   

百方画面六二ニヲ 5   

42．0   
陸棲ほ乳類の肉類   
蘭ま乳類の乳類   
遷禽の肉類   10  10   ‾…  0．1  0．1  01  01  01  01  01  01       ‾‾‾  0 2  0．2  0 2  0 2  0 2  0 2  0 2  0 2                                    5  2．29  29 0  13．3  22∵旦 8．0  101  8 0  3．7 65  19．0   149    何  0 30  31．4  9．4   2 4  215   ‾有‾首    0 2  0 05  0，4  0．1  0 3  01  0 2  01  0 4  01    ロ  0．44  0．1  0 0  0．1  0．0  01  0 0  01  0 0    0．7  017  oi‾‾‾  0 0  01  0 0  01  0 0  01  0 0  その他の果実  巾    3 9  18  5 9  2 7  1．4 01  0 6  17  0 8  綿実（種子）  0．6  0．12  0．1  0．0  0．1  0 0   0 0  01  し 0．0    0．1  ● 0．1  0．0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0．0     D，1  ● 0．1  0．1  0．1  0．1  0．1  0 0  0．0  01  01  ペカン  0．1  0．02  0．0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0        0 0  0 0  0 0  0．0  0 0  0 0  0 0  0 0    0．1  ● 0．1  0．0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  享あ葡干すラ葡「‾‾‾‾■‾‾‾…‾‾‾‾】‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾－■‾…‾‾“‾‾‾  0．1  ● 0．1  0．0  0．0  0．0  0．0  0．0  0．0  0 0  0 0  茶  30  20．6  90．0  61．8    28．8  105．0  72．1  129 0  88 6  その他のスパイス      0．5  0．2  0．5  0，2  0 5  0．2  0．5  0．2  ‾‾‾‾‾‾‾‾‖‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■▲‾‾▲‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾…‾－   

の卵類   0．01  ● 0．01  0．4      0．3  0．4  

計  

ADI比（％）  816．6  421．6  474．7  写52・2 22．5  709．4  405．0  890 6          21．6       18．0  
●印は、個別の作物残留試験がないことから、暴露評価を行うに当たり、基準値（案）の数値を用いた。  
☆印は、牛肉中の代謝物mト2r2（IM－2－1－arnide）の残留も勘案し、基準値（案）の11倍の暴露量をもって推計。   

（EPAll／5／2004MEMOMDUM）  
TMDI：理論最大1日摂取量（TheoreticalMaximum DailyIntake）  
EDI：推定一日摂取量（Estimated DailyIntake）  

75   



アセタミプリドの短期暴露量推計に係る概算結果（暫定版〉  

国展全紘  （＞120人）  平成20  生12月：現在  

食品   MRL  
／Jav）   

ほれいしよ   0．3   188．7  54．5   162  3  28   3   3   

やまいも   0．05   158．0  56．3   810  3  2b   0．4  

だいこん類の根   0．2   234．6  56．1   1．170  3  2b   3   3   

だいこん頸の葉   135．3  54，8   360  3  2b   37  40   

かぶ顆の根  0．1  158．1  58．8  127  3  2a  口  口   
かぶ顆の葉   5   87．0  55．1   35  3  28   14  10   
はくさい   0．5   244．8  55．6   2．162  3  2b   
キャベツ   3   178．5  55，4   1．190  3  2b   29  30   
こまつな   5   137．7  54．1   323  3  2b   38  40   
きような（みすな）   5   138．0  54．5   34  3  2a   19  20   
テンゲンサイ   5   137．3  53．4   102  3  2a   32  30   
カリフラワー   183．2  52．9   355  3  2b   9   9   

フロツコリー   2   107．1  55．2   150  3  2b   12  10   
レタス   5   112．2  55．9   480  3  2b   30  30   

ねぎ   
0．2   153，0  54．8   244  3  2b   2   2  

4．5   75．7  52．6   60  3  2a   17  20   
にんにく   0．02   20．4  57．6   60  3  2b   0．02  
トマト   2   224．4  55．6   175  3  2a   21  20   

なす   2   209．1  57．1   66  3  2a   12  10   

きゆうり   2   168．3  55．5   98  3  2a   13  10   

ほうれんそう   147．9  55．0   270  3  2b   24  20   
オクラ   77．3  55．4   9  口   
えだまめ   112、2  54．0   2  口   6   

みかん   0．5   321．3  53．7   88  3  2a   5   5   

レモン   2   76．5  54．8   116  3  2b   8   8   

オレンジ   2   198．9  52．1   132  3  2a   18  20   
グレーフフルーツ   300．9  56．4   308  3  2b   32  30   
りんご   2   275．4  54．7   213  3  2a   26  30   
ぶどう   5   234．8  53．5   128  3  2a   46  50   
かき   362．1  56．2   228  3  2a   15  20   
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6縫以下  （＞120人）   

食品   MRL  

一打l   （一ル／kFbw／dAV）   

まれいしよ   
（nnm）   

0．3   122．4  16．6   162  3  2b   7   7   

だいこん至臨の租   0．2   127．5  16．2   1．170  3  2b   5   5   

まくさい   0．5   86．7  18．3   2．162  3  2b   8   8   

キャベツ   3   91．8  16．1   1．190  3  2b   51  50   
レタス   
たまねぎ   

5   51．0  16．8   ヰ80  3  2b   4（；  50  

ねぎ   
0．2   102．0  18．4   之44  3  2b   4   4  

4．5   37．6  15．9   60  3  2b   32  30   

トマト   2   153．0  16．0   175  3  2b   57  60   

きゆうり   2   91．4  16．8   98  3  2b   33  30   
ぽラ．れんそラ侶矧好J〟尺J   ／J   βJ．♂  J尻β   タフP  ∫  j払   Jβタ  J占り   

まうれんそう（変更後；MRL）   3   81．6  16．8   270  3  2b   44  40   
みかん   0．5   137．7  16．2   88  3  28   10  10   
レモン   2   25．5  17．3   116  3  2b   9   9   

りんこ   2   182．9  16．2   213  3  2b   68  70  
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（参考）  

これまでの経緯  

初回農薬登録  

ばれいしょ等24農作物に食品衛生法に基づく残留農薬基準を  

環境庁登録保留基準の改定（第二葉菜類等）  

食品衛生法改正に伴う残留農薬基準の告示  

農薬等のポジティブリスト制度の施行  

厚生労働大臣から食品安全委員会長あてに残留基準設定に係る  

食品健康影響評価について要請  

第226回食品安全委員会（要請事項説明）  

平成 7年11月28日  

平成 9年 9月 1日  

平成11年 8月24日  
平成17年11月29日  

平成18年 5月29日  
平成20年 2月12日  

平成20年 2月14日  
第21回農薬専門調査会総合評価第一部会  

第39回農薬専門調査会幹事会  

第243回食品安全委員会（報告）   

～  

第24回農薬専門調査会総合評価第一部会  

農薬専門調査会座長より食品安全委員会委員長への報告  

第252回食品安全委員会（報告）  

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響  

評価について通知  

薬事・食品衛生審議会へ諮問  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品  

部会  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品  

部会  

在京大使館への説明  

WTO通報  

平成20年 5月13日  
平成20年 6月 3日  
平成20年 6月19日  
平成20年 6月19日  
平成20年 8月 6日  
平成20年 8月26日  
平成20年 8月28日  
平成20年 8月29日  

平成20年12月 4日  
平成20年12月 9日  

平成21年 2月 3日  

平成21年 2月16日  

平成21年 3月10日  

／～5月  9日  

平成21年 3月19日  
～  4月17日  

平成22年 1月27日  

食品衛生法第64条に基づく意見の聴取  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品  

部会  
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●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

［委員】   

東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 教授  

北里大学 副学長 （～平成21年1月22日）  

北里生命科学研究所 感染制御免疫学部門感染情報学研究室  

感染制御学府 教授 （平成21年1月23日～）  

国立医薬品食品衛生研究所 副所長  

東京大学大学院農学生命科学研究科 教書受  

財団法人残留農薬研究所 理事  

星薬科大学薬品分析化学教室 准教4受  

元国立医薬品食品衛生研究所第一室長  

元独立行政法人農業技術研究機構 中央農業総合研究センター  

虫害防除部長  

実践女子大学生活科学部生活基礎化学研究室 教授  

国立医薬品食品衛生研究所食品部長  

日本生活協同組合連合会組織推進本部 本部長  

東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野 教授  

公立大学法人青森県立保健大学健康科学部 栄養学科長  

独立行政法人国立健康・栄養研究所栄養疫学プログラム  

プログラムリーダー  

大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学 教授  
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鰐渕 英機  

（○：部会長）  
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答申（案）  

アセタミプリド  
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食 品 名   
残留基準値   

Ppm   

鶏の筋肉※  0．01   
その他の きんの筋肉※ （注15）   0．01   
鶏の脂肪※   0．01   
その他の家きんの脂肪 ※   0．01   

鶏の肝臓※   0．05   

その他の家きんの肝臓 ※  0．05   
鶏の腎臓※  0．05   
その他の きんの腎臓 ※   0．05   

鶏の食用部分※  0．05   
その他の家きんの食用部分 ※   0．05   

鶏の卵※   0．01  

※ 畜産物においては、アセタミプリド及び代謝物IM－2－1  

（〝し［（6－クロロー3－ビリジル）メチル］－〟2－シアノアセトア  

ミジン）をアセタミプリドに換算したものの和をいうこ  
とハ   
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（注1）「その他のあぶらな科野菜」とは、  
あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこ  
ん類の菓、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさ  
び、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベ  
ツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサ  
イ、カリフラワー、ブロッコリー及びハープ以外  
のものをいう。   

（注2）「その他のきく科野菜」とは、  
きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフイー、アー  
ティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎ  
く、レタス及びハエブ以外のものをいう。   

（注3）「その他のゆり科野菜」とは、  
ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、  
にら、アスパラガス、わけぎ及びハープ以外のも  
のをいう。  

（注7）「その他のかんきつ類果実」とは、  
かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、な  
つみかんの外果皮、なっみかんの果実全体、レモ  
ン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びス  
パイス以外のものをいう。  

（注8）「その他のベリー類果実」とは、  
ペリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブ  
ラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及び  
ハックルベリー以外のものをいう。   

（注9）「その他の果実」とは、  
果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本な  
し、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリ  
ン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ペリー類  
果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイー、パパイ  
ヤ、アボガド、パイナップル、グアバ、マン  
ゴー 、パッションフルーツ 、なっめやし及びスパ  
イス以外のものをいう。   

（注10）「その他のナッツ類」とは、  

ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アー  
モンド及びくるみ以外のものをいう。   

（注11）「その他のスパイス」とは、  
スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、に  
んにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモ  
ンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごま  
の種子以外のものをいう。   

（注12）「その他のハープ」とは、  
ハープのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パ  
セリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のもの  
をいう。  

（注4）「その他のなす科野菜」とは、  
なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以  
外のものをいう。   

（注5）「その他のうり科野菜」とは、  
うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろう  
り、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外の  
ものをいう。  

（注（り「その他の野菜」とは、  
野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あ  
ぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科  
野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、  
たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、  
未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス  
及びハーブ以外のものをいう。  

（注13）「その他の陸棲晴乳類に属する動物」とは、  
陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外の  
ものをいう。   

（注14）「牛、豚、鶏等の食用部分」とは、  
牛、豚、鶏等の食用部分のうち、筋肉、脂肪、肝  
臓及び腎臓を除いた部分をいう。   

（注15）「その他の家きん」とは、  
家きんのうち、鶏以外のものをいう。   
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アセタミプリドに係る食品規格（食品中の農薬の残留基準）の設定  

に対して寄せられたコメントについて  

1． 第128回食品輸入円滑化推進会議（在京大使館への説明）において、  

寄せられたコメント  

（1）募集期間  

平成21年2．月16日～平成21年3月2日  

（2）寄せられた意見数  

1  

「食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の一  

部改正（食品中の農薬アセタミプリドの残留基準設定）」に関する意見の  

募集に対して、寄せられたコメント  

2．  

（1）募集期間  

平成21年3月19日～平成21年4月17日  

（2＿）寄せられた意見数  

4  

3． WTO通報（衛生植物検疫措置の適用に関する協定（SPS協定）に基  

づく通報）に対して、寄せられたコメント  

（1）募集期間  

平成21年3月10日～平成21年5月9日  

（3）寄せられた意見数  

1   



（別添）  

アセタミプリド  

番号   ご意見・情報（概略）   

1   〔食品輸入円滑化推進会議でのコメント〕  

アセタミプリドの残留基準が大幅強化されることにより韓国産農産物の対日  

輸出に支障を来すことが憂慮されております。  

唐辛子は韓国の代表的な園芸作物として韓国内で広く栽培されている現状で  

すが、貴国におきましての唐辛子の分類は「その他のなす科野菜」の植物とし  

て分類され基準が現在の2ppmから1ppmに引き上げれば事実上、対日輸出す  

る唐辛子には使用が出来なくなります。  

わが国におけるAcetamipridの基準値は2ppmであり、アブラムシ類、蛾類、  

シラミ類、アザミウマなど広範囲の害虫防除に使われている現状であります。  

今回の設定案に関しましては、一般的に唐辛子に残留する量はピーマン（パブ  

リカ）の痍留量の約2培程度多いことを勘案して頂きましてAcetamipridの貴  

国の「その他のなす科」に関する残留基準を現在の基準値の2ppmに設定され  

ますよう強く要望する次第であります。  

アセタミプリド（Acetamiprid）関する韓国政府としての意見を提出しますので  

何卒よろしくお願い申し上げます。   

2－1   〔以下2ニー4まで、パブリックコメントでの御意見〕  

ア．今回の提案で、食品におけるネオニコチノイド系アセタミプリド残留基準  

値を現行の基準より引き下げることについては評価する。  

その理由として  

（ア）日本のアセタミプリド残留基準値は総じて諸外国よりかなり高い。  

（イ）アセタミプリドは、欧米で規制の対象となったイミダクロプリドと構造が  

よく似たクロロビリジニルネオニコチノイドであり、イミグクロプリドと同様、  

水溶性で残留性が高く、代謝産物にも生物活性がある。イミダクロプリドの残  

留基準値と比べてもアセタミプリド残留基準値はかなり高い。  

（ウ）食品残留ネオニコチノイドが原因と思われる健康障害を我々は平成18年頃  

より少なくとも数百例診断治療している。患者はいずれも、茶飲料および国産  

果物の連続または大量摂取後に、亜急性の頭痛、めまい、吐気、堰吐、胸痛、  

動惇、筋肉痛、筋脱力、振戦、記憶障害、発語障害、意識障害、心電図異常を  

きたし、診断治療にいたるまでに数百日を要した例もあった。全例、茶飲料お  

よび国産果物の摂取禁止とグルクロン酸、グルタチオン、乳酸菌製剤を主体と  

する治療により数日から数十日わ経過で回復した。  

（ェ）我々は発症契機と臨床症状からネオニコチノイド中毒が疑われた7人の非  

喫煙女性の治療経過中の尿を採取し、患者の同意を得た上でイオンクロマトグ  



ご意見・情報（概略）  

ラフイーおよびLC－MSにより、6LChloronicotinicacid（6CNA）の分析を行い、6CNA  

と思われるピークを検出した。現在定性のための確認作業中である．6CNAは、  

クロロビリジニル基をもつネオニコチノイド、すなわちクロロビリジニルネオ  

ニコチノイド（イミグクロブリド、ニテンピラム、アセタミプリド、チアクロ  

ブリド）に特有で共通の尿中代謝産物である。うち1例は前医にてWPW症候群の  

頻脈発作と診断されβブロッカー投与による意識消失発作を繰り返していた。  

原因となったクロロビリジニルネオニ コチノイドとして、日本において単位面  

積当たりの散布量が最も多く、食品残留基準も欧米に比して高く設定されてい  

るアセタミプリドが疑わしい。  

イ．畜産物のアセタミプリド残留基準値に代謝産物IM2－1も含むとしたのは評価  

する。  

ウ．しかし、今回提示されたアセタミプリド残留基準値の下げ幅は不十分であ  

る。  

その理由として、  

（ア）たとえば茶菓においてアセタミプリドは、投与後数日で部分的に代謝され、  

原体としてほとんど検出されなくなる、というデータが出されている（Guptaら、  

Food Chemistrylll（2008）805－810）。この結果はメーカーの提出したデータ  

と矛盾するが、検証に値するものと考える。アセタミプリドは代謝産物にも生  

物活性があるため、アセタミプリドを用いて栽培された植物にアセタミプリド  

原体がほとんど検出されないからといって安全とは限らないこともあるらし  

い。代謝産物が植物体内に大量に存在しているかもしれないことを考慮すれば、  

アセタミプリド残留基準値のADIに対する安全率は、少なくとも10倍多く見積も  

るべきである。すなわち、残留基準値を、現行の10分の1以下にするのが適切  

である。  
し              〕  

（イ）アセタミプリドの残留基準値の設定にあたって、農薬使用基準に基づいて  

栽培された作物の残留値をもとに算出されているが、そもそも、この使用基準  

が適切なものであるかどうかの検討が不十分である。日本の農薬使用基準によ  

れば、欧米の10倍以上の単位面積当たりの量が散布可能である。不必要な過剰  

散布を国が奨励している可能性が、今回の見直しでは検討されていない。見直  

しの前に、まず再度アセタミプリドの使用基準が適正であるか、検討する必要  

がある。  

（ウ）現行の残留基準値では、果物などを多量に摂取するとARfDを超過する。健  

康障害防止の観点からすると、季節的に多量摂取の可能性のある食品、たとえ  

ばぶどう、なし、もも、りんご、みかんなどのアセタミプリド残留基準値は、   



番号   ご意見・情報（概略）  

現行の10分の1以下に下げる必要がある。  

（エ）日本において生産された作物が諸外国へ輸出される場合を考えると、今回  

の改訂基準では、ほとんどの国の基準を満たさない。すなわち、事実上、日本  

の作物の多くは、輸出不可能となる。海外でも人気の高い高品質の作物を輸出  

向けに生産しようとする農家の不利益となる。  

（オ）過去数年間に散布されたアセタミプリドが代謝産物も含めてゼの程度環  

境中および作物中に残留蓄積されているかについて、最近のデータがない。日  

本の果物、野菜の生産の多くは、山梨、長野、群馬など内陸の水源地に近い場  

所で行われており、これらの自治体ではアセタミプリドの使用量が多い。土壌  

への蓄積および水道の原水へのアセタミプリド混入はすでにおこっていると考  

えられる。早急に現状の調査を行い、アセタミプリド残留基準見直しの資料と  

するべきである。予防原則からすれば、環境アセタミプリド汚染がないことが  

確認されるまで、アセタミプリド残留基準値は暫定的に低い値に設定するのが  

適切である。  

（カ）食品残留アセタミプリドによる中毒が強く疑われる患者の発生がみられ  

る。現行のアセタミプリド使用基準に従って作られた作物が原因である可能性  

があり、今回提案された残留値では、今後の患者の発生を抑えることは困難と  

思われる。   

2－2  命令書の案の一部を以下の変更案のように改定すること。  

命令書の変更案  

アセタミプリド（殺虫剤）  

食品名   残留基準値  残留基準値  

（変更案）  （変更案）  

ppm   ppm  

小豆類   0．4   きゅうり   0．5  

えんどう   0．4   かぼちや   0．5  

そら豆   0．4   しろうり   0．5  

らっかせい   0．4   まくわうり   0．5  

その他の豆類   0．4   その他のうり科野菜  0．5  

ばれいしょ   0．05   たけのこ   0．01  

さといも類   0．05   オクラ   0．01  

かんしょ   0．01   しょうが   0． 

やまいも‘   0．05   未成熟えんどう   0．6  

こんにやくいも   0．05   未成熟いんげん   0．6  

その他のいも類   0．01   えだまめ   0，6   
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番号   ご意見・情報（概略）  

てんさい  0．01   その他の野菜   3  

だいこん類の根  0．01   なっみかんの果実全体  0．5  

だいこん類の葉  1．2   レモン   0．5  

かぶ類の根  0．01   オレンジ   0．5  

かぶ類の葉  1．2   グレープフルーツ   0．5  

西洋わさび  0．01   ライム   0．5  

クレソン  0．01   その他のかんきつ類果  

実   

はくさい  0．5   りんご   

キャベツ  1．2   日本なし   

芽キャベツ  0．3   西洋なし   

ケール  1．2   マ‾ルメロ   0．01  

こまつな  1．2   甲わ   0．1  

きょうな  1．2   ゞも   1．2  

チンゲンサイ  1．2   あんず   0．2  

カリフラワー  すもも   0．2  

ブロッコリー  1．2   うめ   1．2  

その他のあぶらな科野  おうとう   1．2  

菜  

ごぼう  0．01   いちご   0．6  

サルシフイー  0．01   ブルーベリー   1．6  

アーティチョーク  0．01   クランベリー   0．01  

しゆんぎく 3   その他のベリー類果実  1．6  

レタス  3   ぶどう   0．2  

たまねぎ  0．02   綿実   0．3  

にら   4．5   茶   5  

にんじん   0．01   その他のスパイス   0．2  

パースニップ   0．01   その他のハ∵プ   3  

みつば   3   牛の筋肉   0．01  

その他のせり科野菜   3   豚の筋肉   0．01  

トマト   0．2   その他の陸棲哺乳類に  

属する動物の筋肉   

ピーマン   0．2   牛の肝臓   0．1  

なす   0．2   豚の肝臓   ・1  

その他のなす科野菜   0．2  その他の陸棲哺乳類に 0．1   
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ご意見・情報（概略）  

属する動物の肝臓  

理由：  

アセタミプリドのMRLは、残留基準案、現行基準、国際基準のうち最も低い値に  

設定されるべきである。  

そもそも、本改定は野菜・果物の大量摂取によるアセタミプリド中毒患者発生  

の報告を受けて行われたものである。本改定はアセタミプリドのMRLをGAPの範  

囲内で可能な限り低くすることが本旨でなければならない。現行基準、残留基  

準案、国際基準の全てが、GAPに準じた作残試験から得られた値なので、その中  

の最小値をアセタミプリドのMRLとすることに、技術的な問題は全くない。  

野菜・果物の大量摂取によるアセタミプリド中毒患者は確立されたものでない  

ことは事実である。しかし、厚労省の薬害の発生の歴史を紐解けば、水俣病、  

スモン、サリドマイド、イタイイタイ病、薬害HIV、薬害肝炎、化学物質過敏症、  

シックハウス症候群など、いずれも問題の発生時に対策を講じていれば被害者  

の増大を防げた可能性のある例の枚挙に暇がない。  

厚労省医薬食品局食品安全部基準審査課は、それら前例を認識し、未発の被害  

を防ぐため現時点で必要十分な対策を講じる責任と義務がある。アセタミプリ  

ドの残留基準値（変更案）は、現在の技術で実現可能であり、極めて実効性が  

高い。  

以上の理由から、命令書の実の一部を上記の変更案にする必要がある。  

補足意見：  

（1）本改定はあくまでも暫定的な改定である。アセタミプリドのMRLの更なる低  

減に向け、産官学が共同して研究・改善を続ける必要がある。特にGAPの見直し  

は急務である。  

（2）アセタミプリドはネオニコチノイド系殺虫剤の一つである。共通の作用機  

序を有する他のネオニコチノイド系殺虫剤との相乗・相加作用について詳しく  

知られていないので、官学が共同して研究する必要がある。  

（3）ネオニコチノイド系殺虫剤がミツバチの大量死の原因である可能性が指摘  

されている。近年のミツバチの大量死と、アセタミプリドなどネオニコチノイ  

ド系殺虫剤の使用との関連について十分な調査と対策が必要である。  

（4）今回の改訂では急性参照要量（ARfD）が設定されているにも拘らず、アセ  

】町   



ご意見・情報（概略）  

タミプリドの短期曝露量が審査されていない。従来のADIの計算だけでは不十分  

である。短期曝露量の評価は、1日あたりの最大摂取量（97．5パーセンタイル）  

とMRLの積がARfDの80％を下回らなければならない。   

EUの計算方法と、EUの食品の最大摂取量（97．5パーセンタイル）を用いて、  

残留基準値案を評価したところ、りんご（142％）、なし（128％）、もも（120％）、  

ぶどう（122．5％）、トマト（100％）などで、子供のIESTI／ARfD値が80％を超  

過した。安全性に問題があることを示唆する。一方、残留基準値（変更案）で  

評価した場合、いずれも80％を下回った。これも残留基準値（変更案）を採用  

すべき理由である。  

（5）使用方法を海外（米国）と比べると、単位面積当りの使用量が、日本の方  

が米国よりも過剰であるケースが多い。例えば、ブドウの場合、米国では0．051b  

ai／A（5．6g ai71000m2）だが、日本では70g ai／1000m2が上限である。日本の  

単位面積当りの使用量は、実に米国の12．5倍である。ブドウにおける日本での  

過剰な使用量の設定が、米国の10倍以上の残留値となり、10倍以上の残留基準  

が要請されたのである。ブドウは米国でも日本でもブドウである。   

米国の使用量で殺虫効果が得られるのであれば、日本でも実施可能である。  

他にも、リンゴや桃（4．2倍）、ジャガイモやトマト（3．6倍）、メロン類（2．7  

倍）、かんきつ類（2．5倍）、イチゴ（2．1倍）など大部分の作物の使用量が、  

米国よりも過剰に設定されている。GAPは、そもそも環境や収穫物への農薬の残  

留を最小に抑える  

ための方法と規定されている。過剰な農薬の使用は、収穫物のみならず、環境  

への過剰な農薬の残留となり、ミツバチの大量死との関連もありうる。日本の  

使用方法をGAPに即したものに改定すべく行政指導を行う必要がある。  

（6）野菜・果物の大量摂取によるアセタミプリド中毒患者は、未報告だからな  

いのではなく、その認識がないから報告がないのである。アセタミプリド中毒  

の症例報告には、頻脈、脱力感、血圧低下、体温低下、代謝性アシドーシス、  

発作性心房発作が認められた（戸谷ら、中毒研究21：387－390、2008）。アセタ  

ミプリドはニコチン受容体に作動する。心電図異常はアセタミプリド中毒の重  

要な症状と考えられる。心電図のない動物の一般薬理試験の結果を、人の臨床  

報告よりも重要視することは、本末転倒である。さらに患者の尿からSCNが検出  

された。シアンがアセタミプリドから生成し、アシドーシスを引き起こした可  

能性がある。化学物質過敏症やシックハウス症候群も、その実態が理解される  

までないとされていた。  

水俣病の原因解明が遅れたことが、患者の増大を生み、解決の長期化の原因に   



ご意見・情報（概略）  

もなった。厚労省は、緊急に、野菜・果物の大量摂取によるアセタミプリド中  

毒を調査する研究班を設置し、十分な人員と費用と時間を掛けて解明する必要  

がある。  

アセタミプリドの基準値案で削除が提案されております、クランベリー、マル  

メロ、えんどう、そらまめにつきましては、米国からの輸入があるため、残留  

基準値を維持して頂きますよう要望致します。米国でこれらの作物の基準値を  

支持する作物残留試験成績（いちご、りんご・なし、豆類）を提出する用意が  

ありますのでご検討下さい。  

2－3  

下記の理由により再検討をお願い申し上げます。   

前回のパブリックコメント※1）にあるように、現行の規制下で健康被害が起き  

ております。   

増加の一途をたどり、社会問題となっているシックハウスや過敏な患者は、  

食べるものもなくなり困窮しているのです。今回の改定は大変残念な結果です。   

今回提示された数値では、現行とあまり変わらないため、今後さらなる被害  

の拡大を防ぎえないと大変憂慮しております。   

メーカー資料、「アセタミプリド（モスピラン）の毒性学的安全性」の生体の  

機能に及ぼす影響の一般薬理試験の結果と、患者のアセタミプリドによる長期  

微量／反復摂取による症状は酷似しています。   

アセタミプリドの一般薬理試験（農薬時代第173号 P35）  

・自律神経系に対する作用：血圧降下、散瞳及び胃腸管運動抑制等  

・骨格筋に対する作用：筋弛緩作用  

・中枢神経に対する作用：振戦及び自発運動量減少  

・その他の作用：抗利尿作用  

・これらの作用は、主として神経系、特に自律神経節及び神経筋接合部による  

遮断作用と考えられる。   

また、メーカー資料、・マツグリーン液材2によれば、アセタミプリドは蒸気圧  

が低く、散布した作物から大気への移行は少なく、土壌中や河川水中では微生  

物などによって速やかに分解されるため、土壌・水系汚染の可能性が少ない薬  

剤と説明されています。   

しかし、国立機関（高等専門学校）の研究報告によれば、産地では連作障害  

防止のために徹底した土壌消毒を行っており、土壌生態系は破壊され、残留農  

薬の自然水域への流出や農作業者の健康被害も懸念されています※2）。   

微生物の少ない環境は自然界で多く存在し、そういった場所の汚染が懸念さ  

れます。   

〈例〉  

・殺菌剤を使用している畑から地下水を通る。  

2－4  
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番号   ご意見・情報（概略）  

・その成分だけでは蒸気圧が低いが、水に溶け水と共に蒸発し雨になり関係の  

ない場所に落ちる。  

・雨水に溶け込んだ成分が、そのまま河川に入り飲料水の取水口に届く。  

実際に、土壌汚染や水系汚染の拡散の結果と考えられる、ミネラルウオータ  

ーや農薬不使用の土地の作物で、ここ半年の間に、アセタミプリドと思われる  

症状を訴え、食べられなくなった人の体験が多く寄せられています。  

前回の6通のパブリックコメント※1）を含め、実際に健康被害が起きているこ  

とを重視した再検討を強く望みます。  

注※1）：食品安全委員会でのパブリックコメント（意見提出者に問合せ）  

※2）：消毒剤等の使用によって、土壌の活性が落ち、菌による分解もされにく  

くなっているとする御意見。   

3   〔WTO通報に対するコメント〕  

厚生労働省がクランベリーにおける現在のアセタミプリドの基準値5ppmの  

MRLを削除しようとしているが、米国では、残留実態を踏まえて、0．6ppmの  

基準値が設定されています。再考して下さい。（原文英語のため要約）   
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